
 

 

自動車税制に関するアンケート調査結果  

 

ＪＡＦ（社団法人日本自動車連盟、田中節夫会長）はこのほど、自動車ユーザーが自

動車税制についてどこまで知っているか、またどのように考えているかを把握するため、

８月に「自動車税制に関するアンケート調査」を実施しました。その結果は以下のとお

りです。  

●ユーザーに分かりづらい自動車税体系  

・ユーザーが支払っている、道路特定財源の種類や、暫定税率の適用状況、自動車税

の使途などについて、「知らなかった」と回答した人は半数を超えており、自動車

関連諸税が複雑で分かりづらい体系になっていることがうかがえます。  

●ユーザーの８割が自動車税体系の簡素化に賛成  

・自動車関係諸税は種類が多いのに加え、課税基準が異なるために複雑な仕組みとな

っています。こうした自動車関係諸税の税体系は「取得」「保有」「走行」の各段

階で一種類程度に簡素化されるべきとの考えに対しては、８割以上のユーザーが賛

意を表しております。  

●「二重課税」や「Ｔａｘ ｏｎ Ｔａｘ」には納得していないユーザーが８割  

・車の購入時には消費税に加え、似かよった趣旨の取得税がかけられる「二重課税」

や、ガソリン本体価格にガソリン税が加算され、その合計に消費税がかけられると

いう「税に税が課せられる（Tax on Tax）」といった課税形態については８割以上

のユーザーが納得しておらず、これらの是正を望んでいます。  

●９５％のユーザーが減税による負担軽減を望む  

・道路特定財源が何にでも使える一般財源化とするのであれば、暫定税率の廃止や

無駄遣い分を引き下げるなどして、自動車ユーザーの負担を現状より軽くすべき

と考えているユーザーは実に９５％にものぼります。  



 

『自動車税制に関するアンケート』調査結果 

 
１．調査概要 

・調査対象：全国の１８歳以上の自家用乗用車保有者 

・調査方法：インターネット調査（ＪＡＦホームページにて実施） 

・調査期間：平成２０年８月１２日（火）～８月３１日（日） 

・有効回答者数：５，９５９人 

  ※円グラフの構成比を表示したグラフでは、各数値を四捨五入しているため、合計

が１００％にならないことがある。  
 
２．設問 

Ｑ１：現在、自動車に課せられている税金は全部で 9 種類にも及ぶことをご存知で

したか？ 
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税の種類

 消費税

 自動車取得税

 自動車重量税

 自動車税

 軽自動車税

 揮発油税（ガソリン）

 地方道路税（ガソリン）

 軽油引取税（軽油）

 石油ガス税（石油ガス）

 消費税

取得（購入）段階

保有段階

使用（走行）段階

n=5,959 



 

Ｑ２：今回、見直しがなされる道路特定財源はガソリン税（揮発油税＋地方道路税）の

他に、取得税、重量税、軽油引取税、石油ガス税があるのをご存知でしたか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ３：道路特定財源において、緊急の道路整備が必要ということで、ガソリン税には本

則の約 2 倍の暫定税率が課せられていますが、その他にも、取得税が 1.7 倍、重

量税 2.5 倍、軽油引取税 2.1 倍の暫定税率が適用されていることをご存知でした

か？ 
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税　目 本則税率 現在の税率（暫定税率） 本則との比較

自動車取得税 ３％
５％

（営業用・軽自動車を除く）
１．７倍

自動車重量税
２，５００円/０．５ｔ

（自家用登録車）

６，３００円/０．５ｔ
（自家用登録車）

２．５倍

揮発油税 ２４．３円/㍑（ガソリン） ４８．６円/㍑ ２．０倍

地方道路税 ４．４円/㍑（ガソリン） ５．２円/㍑ １．２倍

軽油引取税 １５．０円/㍑（軽油） ３２．１円/㍑ ２．１倍

石油ガス税 １７．５円（石油ガス）
１７．５円
（適用なし）

―

n=5,959 

n=5,959 



 

Ｑ４：自動車税（1,800cc の場合 39,500 円）や軽自動車税は一般財源として徴収されて

いることをご存知でしたか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ５：税制抜本改革では一般財源化で税の目的がなくなる重量税の廃止など、種類が多

く複雑な自動車税体系は簡素化されるべきとの考えがありますが、このことにつ

いてどう思いますか？ 
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現行の税体系 簡素化案

消費税 消費税

自動車取得税 〔廃止〕

自動車税

軽自動車税

自動車重量税 〔廃止〕

揮発油税

地方道路税

軽油引取税

石油ガス税

消費税 消費税

燃料・走行税

自動車税・軽自動車税

使用（走行）段階

取得段階

保有段階

n=5,959 

n=5,959 



 

Ｑ６：税制抜本改革では、道路特定財源を

何にでも使うことができる一般財源にす

ることとしていますが、その場合、自動車

ユーザーの負担は何処までが妥当だと思

いますか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ７：自動車を購入の際には消費税と自動

車取得税（暫定 5％）という似かよ

った主旨の税が 2 種類同時に課せら

れています。このことについてどう

思いますか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ８：ガソリン税は暫定税率分も含めて税

金自体に消費税が課税され、税に税

が課せられるしくみとなっていま

すが、このことについてどう思いま

すか？   
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